
北海道電子自治体共同運営協議会の取組
及び自治体クラウドについて
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北海道電子自治体共同運営協議会事務局
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別紙国の資料（これまでの流れ図）
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今、総務省での検討していること

新たな電子自治体推進のための指針の改訂
※ 世界最先端ＩＴ国家創造宣言を受けて、

◯全国の自治体に対して基幹系・内部系等システムの
調査を６～８月に実施
◯「電子自治体の取組を加速するための検討会」におい
て、今後の電子自治体のあり方について、有識者から
意見を聴取。
・H25.7.22、H25.10.16、 H25.12.20開催（詳細は下記アドレス）。
・上記調査結果の公表、番号制度導入と同時に自治体クラウド構築の
スケジュール、電子自治体を加速するための１０の指針案などを公表

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshijiti-kasoku/index.html

http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/kenkyu/denshijiti-kasoku/index.html
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北海道の施策
（北海道電子自治体プラットフォーム構想）
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北海道では、総務省が「共同アウトソーシング・電子自治体推進戦略」において
掲げた目的である「住民サービスの向上」等を達成するために「将来にわたっ
て」「効率的・効果的に」「共同アウトソーシング方式による電子自治体の取組」
を推進する「北海道電子自治体プラットフォーム構想（ＨＡＲＰ構想）」を平成１６
年に策定

新たなシステム
構築手法の採用
新たなシステム
構築手法の採用

官民連携による効果的
な推進体制の構築
官民連携による効果的
な推進体制の構築

将来にわたって
効率的・効果的に

共同アウトソーシング方式に
よる電子自治体の取り組み

をどう推進するか

将来にわたって
効率的・効果的に

共同アウトソーシング方式に
よる電子自治体の取り組み

をどう推進するか

課 題 解決手法・仕掛け

住民サービスの向上住民サービスの向上

行政の効率化・高度化行政の効率化・高度化

地域経済の活性化地域経済の活性化

目 的

Harmonized Applications Relational Platform
(調和型) (ｱﾌﾟﾘｹｰｼｮﾝ)(連携) (基盤)



北海道電子自治体共同運営協議会の推進体制

役 員 就 任 団 体

会 長 北海道知事

副 会 長 石狩市長 蘭越町長

道総合政策部長

理 事 札幌市長 函館市長 小樽市長

室蘭市長 釧路市長 帯広市長

岩見沢市長 網走市長 留萌市長

稚内市長 名寄市長 根室市長

長沼町長 当別町長 厚真町長

えりも町長 松前町長 奥尻町長

剣淵町長 天塩町長 利尻町長

厚真町長 えりも町長 遠軽町長

遠軽町長 上士幌町長 標茶町長

別海町長

監 事 江別市長 弟子屈町長

総 会

理 事 会

運営委員会

幹 事 会

■組織体制

企画運営部会 運営方針、事業計画、予算等の協議

ｴﾙﾀｯｸｽ審査ｼｽﾃﾑ運用部会 共同システムの運用等、電子申告の協議

■参加団体数の推移

区 分 全参加団体数 道を除く参加団体数 うち市町村数 市町村加入率 道内全市町村数

設 立 時 134 133 133 62.7％ 212

H 20.  4.  1 151 150 150 83.3％ 180

H 22.  4.  1 177 176 175 97.8％ 179

H 25.  4.  1 179 178 177 98.9％ 179

■目 的

住民サービス向上や行政運営の効率化に資するため、電子自治体の実現に向け、道と市町村が協力して、

効率的、効果的に、共同アウトソーシング事業を推進する。

電子申請ｼｽﾃﾑ部会 共同システムの運用等の協議、利活用促進

ﾊﾞｯｸｵﾌｲｽ系業務ｼｽﾃﾑ部会 システムに関する総合的な検討、協議
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ＨＡＲＰ構想の歩み
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H16年度 H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度～

自治体共
同開発運
用モデル

共同システム
設計・開発

北海道電子自治体共同システム運用保守（共通基盤+電子申請） クラウド連携基盤+電子申請（クラウド）

HARP電子調達サービス

HARP施設予約サービス
施設予約サービス
（クラウド）

共同利用型
LGWAN-SS
構築

共同利用型LGWAN-SS運用

共同利用型
eLtax審査シ
ステム構築

共同利用型eLtax審査システム運用

次世代型電子行政サービス化
調査研究事業

北海道モデル標準

自治体クラウド開発実証
（北海道）

自治体クラウド基盤検証稼働

自治体クラウド活用サービス

自治体クラウド基盤構築、共同アプリ開発、実証

公会計、グループウェア、ふるさと納税、人事給与、公有財産管理、校務支援、
リソース、HP（CMS）

■北海道電子自治
体運営協議会設立

■㈱HARP設立

▲H16.9

▲H16.9

□19.11青森県庁 □21.5大分県庁、県下 □21.11宮崎県庁

□19.02北海道 □21.10石狩市

□19.4札幌市 □21.10恵庭市、函館市 □22.7旭川市 □24.7ニセコ町

□北海道内169

□北海道内10６



これまでの協議会での主な取り組み
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平成１６年度～ 電子申請の共同化

平成２１年度～ 基幹系業務システムのクラウド化を調査検討

平成２２年度 総務省の自治体クラウド開発実証事業に
道及び市町村が参加

平成２３年度 基幹系業務システムのクラウド化に
資する「北海道モデル標準」を策定し、
協議会会員の市町村に提供

＜国の自治体クラウド化の動向を踏まえ＞
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平成22年度総務省自治体クラウド開発実証事業

電子申請
受付

自治体クラウド連携基盤

自治体クラウド連携Ｉ／Ｆ

北海道域データセンター

ＬＧＷＡＮ北海道ＮＯＣ

全国ＮＯＣ

ふるさと納税

自治体クラウ
ド連携Ｉ／Ｆ

電子申請利用実証団体

人事給与利用実証団体

当別町

恵庭市

森 町

清水町

深川市

人事給与

自治体クラウ
ド連携Ｉ／Ｆ

北竜町

公有財産
管理

自治体クラウ
ド連携Ｉ／Ｆ

ニセコ町

むかわ町

三笠市

ふるさと納税利用実証団体

秩父別町 妹背牛町

公有財産管理利用実証団体

フロント系
業務

バック系
業務

データ
バックＵＰ
ＤＢサーバ

自治体クラウド連携基盤

自治体クラウド連携Ｉ／Ｆ

京都府クラウドＩＤＣ

フロント系
業務

バック系
業務

データ
バックＵＰ
ＤＢサーバ

自治体クラウド連携基盤

自治体クラウド連携Ｉ／Ｆ

佐賀県域クラウドＩＤＣ

他県ＮＯＣ

他県ＮＯＣ

■都道府県域データセンター整備・機能実証
■共同利用型アプリケーション開発・利用実証
■他の県域データセンター間接続実証

■ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者提供サービス利用実証

喜茂別町

佐呂間町

新得町

島牧村
沼田町

蘭越町

データ
バックＵＰ
ＤＢサーバ

仁木町

留寿都村
共和町

鹿追町

安平町

京極町

更別村

浜中町

えりも町別海町

奈井江町
中標津町



平成22年度総務省自治体クラウド開発実証事業

（１）都道府県域データセンター整備（＝データセンターシステム整備）
(ア) 自治体クラウド連携基盤構築
(イ) データバックアップサーバ構築
(ウ) ＬＧＷＡＮ環境接続

（２）共同利用型業務アプリケーションの開発・ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者の
市町村向けのサービス提供
(ア) 共同利用型業務アプリケーションとして電子申請受付システムを（１）の環境
を活用し開発

(イ) ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者の市町村向けのサービスとして、「ふるさと納税システム」、
「人事給与システム」、「公有財産管理システム」を提供

（３）実証実験・評価作業
(ア) データセンターシステムの機能実証
(イ) 他県のデータセンターシステムとの接続実証
(ウ) 共同利用型業務アプリケーション（電子申請受付システム）利用実証
(エ) ＡＳＰ・ＳａａＳ事業者提供サービス利用実証
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次世代型電子行政サービス化調査研究事業
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北海道モデル標準の策定プロセス
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協議会

地域情報PF
標準仕様書

雛形作成

分析及びフィードバック

道内自治体に
アンケート及び
ヒアリング調査

調査結果反映

重要なものについて協議

DMM、
DFD、
WFAなど

必要にして充分な要件及び仕様について北海道標準として用意

業務要件決定

北海道モデル標準は、Ｈ２１～２３年度の基幹系業務システム調査の成果とした
ルール及びドキュメント群で、協議会市町村に提供している。

例：業務プロセス確定フロー

市町村の主要2４業務について、複数団体の処理手順等を比較分析し、標準的な手順として整理した
北海道版業務流れ図（WFA）及び北海道版業務要件定義表を策定。※BPR等に利用できる。



北海道モデル標準の構成
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次世代型行政
共通基盤
仕様書

次世代型行政共通基盤仕様書：
ファシリティやネットワークから連携の方式といったシステム上網羅す
べき技術仕様を取り纏めたもの。また、事業者へ公開するといった位
置付けから、事業者の事業継続計画やライセンス等の法的事項につ

いても定義している

サービスレベル
合意書

サービスレベル合意書：クラウドサービスの品質を継続的に確保及び改善していくために、
サービス品質に対する合意内容を定めたもの。合意すべき項目の
ほか、SLMや違反時のペナルティについても定めている

※合意項目に関する詳細について、巻末に記載します

サービス
利用契約書

サービス利用契約書：クラウドサービスの利用契約を締結する際の契約書で、委託や賃貸
借契約とは違うクラウド特有の条文で構成されるもの（個人情報の取
扱いに関する特記仕様（取扱準則）及び特記仕様の項目遵守確認表

含む）

サービス調達仕様書：調達に関する一般的な事項（調達件名、調達概要及びスケジュール
等）及び納品物を定めたもの

サービス仕様書 ：利用するクラウドサービスの内容や品質に関する基本的な仕様や
サービス利用に関する付帯事項を定めたもの

サービス要件定義書：クラウドサービスに関する初期導入及び運用時における詳細な要件
について定めたもの。（サービス提供のための施設・設備要件まで含
む） また、特に情報セキュリティについては監査を前提とした項目の
チェックリストも定めている

※要件に関する詳細について、巻末に記載します

調達仕様書
サービス仕様書

サービス要件定
義書

技術モデル

業務モデル



北海道が定義する自治体クラウドのモデル
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ノンカスタマイズ導入を目指す業務標準化モデル

サービス品質、利用料に対する満足度の実現を目指す知覚価値モデル

協議会との連携、協力のもとにアップデート等で創り上げる連携・創出型モデル

システム間連携を考慮した業務効率化モデル

共同利用型パッケージ・クラウドサービスによるコスト削減モデル

データ移行経費を最小限に抑えたコスト削減モデル

■安心・安全モデル

災害時対策を想定したデータバックアップ対応を標準化した安心・安全モデル

災害に強い民間ＤＣを活用し、高いセキュリティを実現した安心・安全モデル

■連携・創出型モデル

■コスト削減モデル

■業務標準化・効率化モデル

北海道モデル標準
にて担保



ノンカスタマイズによる効果

16

コスト抑制 安定稼働

○導入時に係る事業者の人件費抑制（独自部分の要件定義
に係る出張費、設計費及び開発費など）

○運用時における事業者の人件費抑制（経常経費の抑制）

○法改正に関する人件費抑制（独自部分の要件定義に係る
出張費、設計費及び開発費など）

○割り勘効果によるトータルコストの抑制（協議会の思想に合
致する）

○プログラムのバグ発生率抑制（コストにも跳ね返る）



北海道モデル標準の普及に係る分析
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自治体にとって採用するメリットが大きい点といった利点を有している

民間事業者にサービス提供してもらうモデルであるため
販売チャンネルが事業者に依存することにより価格や製品力をコントロールしづらい

（北海道モデル標準準拠とそれ以外のクラウドサービスといった異なるサービスを同一ベンダが展開する）
特殊な業界構造ゆえビジネスモデルが自治体に伝わりづらい

利用者側である自治体の厳しい財政状況による共同化への期待の高まり

ＢＣＰへの取組み及び大規模法改正に伴う多額の費用発生リスクの高まり

道内自治体の求める要件を満たした北海道モデル標準に準拠することにより
提供側である事業者の競合他社との差別化を図るためのビジネスモデル転換の起点となる

クラウドの特長（メリット・デメリット）が自治体において正しく理解されておらず、受入体制が整っていない

事業者は既存ビジネスに関する危機感が低く、新たな方策の検討に積極的になりづらい

「平成24年度北海道自治体クラウド加速化事業」報告書から要約抜粋

■北海道モデル標準に関する分析結果

■取り巻く環境に関する分析結果

■結論 分析の結果からは普及促進のためには、サービスそのものよりも環境を整備することが重要であることがわかった



普及促進のために
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普及のための
方向性

重要成功要因 アクション

北海道モデル標
準の認知度向上

・北海道モデル標準の周知と理解に基づく
普及を促進する

・ＨＡＲＰ報告会にて自治体へ啓発

提供枠組みの整
理とビジネスモデ
ルの再定義

・事業者とサービス提供の在り方について
協議する （モデル標準の差別化を図る取
組）
・北海道モデル標準に準拠したサービスの
品質確保及び維持の方策を検討する
・サービスに関するコストを再検討及び適
正化する

検討中

北海道の旗振り ・北海道主導によるクラウド加速体制を整
備する

・ＨＡＲＰ報告会にて自治体へ啓発

自治体側の受入
体制の整備

・資料を用いた情報格差是正等による導入
体制を整備する

・ＨＡＲＰ報告会にて自治体へ啓発



北海道モデル標準へ準拠する要件
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技術仕様を満たせるシステムであること

雛形と同等以上の事業継続
計画を策定していること

要求するサービスレベルが
達成できること

雛形と同等以上の運用手順
が確立されていること

業務モデル

技術モデル

要求仕様を満たせる
サービスであること

規定された契約条文に
基づく契約が可能であること

※ドキュメントは用意していない



情報セキュリティ対策に関する規程を整備

北海道モデル標準に準拠したサービスの特長（自治体メリット）①
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原則として、法令・制度改正、ハードウェア及びソフトウェ
アのサポート切れ等によるシステム更新や改修について
サービスの利用料に含めて対応

サービス利用終了時にあらかじめ規定したレイアウト（フ
ォーマット）で移行データを無償提供

サービスレベルを担保する標準的な運用手順を確立

また、事業継続計画を整備

サービス提供側の災害を想定した事業継続計画を整備



北海道モデル標準に準拠したサービスの特長（自治体メリット）②

調達仕様書雛型（サービス仕様書、サービス利用契約
書、サービス要件定義書、サービスレベル合意書）

及びガイドライン提供
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北海道モデル標準に準拠したベンダのメリット
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新規ビジネスの拡大
低コスト体質への変革

ビジネス機会の拡大
サービスインまでの速度と許容量アップで新

規案件受注機会の増加

多角的なプロモーション
協議会による普及促進

導入・運用にかかる人件費を抑制する
ことが可能になり企業の体質改善がで
きる

不具合発生率を抑制することが可能に
なり係るリスクを削減できる

準拠すべき仕様の明確化により
人・モノ・金の最適化がはかれる

システム更新時における優位性の

継続的確保により既存顧客の防衛がは
かれる

既存ビジネスの最適化



予想する効果
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雇用ＩＴ産業

自治体

効果的な電子サービスの享受

道内外の自治体への
ビジネス展開が加速

地域における
安定的な雇用の確保

地場ＩＴ企業を中心とした
「北海道自治体クラウド」
ビジネスの創出



自治体、事業者の皆様におかれましては

自治体クラウド化の推進に

ご尽力、ご協力をお願いいたします。
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巻末

• 総務省自治体クラウドリーフレット
• 北海道自治体クラウド全体像
• 要件定義詳細
• サービスレベル合意項目詳細
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国の資料（自治体向けパンフ）
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国の資料（自治体向けパンフ）
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サービス品質を保証する合意文書を
サービス提供事業者と締結

事業者への監査体制の確認や、サービスが法令に適合して
いるかの確認

個人情報の取り扱いの適切性を
確保するための仕様・契約等の見直し

システムの変更及び既製品への抵抗

システムの乗り換えに伴うデータ移行経費など一時的なコ
ストの負担

事業者の乗り換えの障害となるデータ移行の問題

共同化の計画策定に関する費用など、従来型のシステム構
築では生じない一時的なコストの負担

北海道モデル標準
（推奨Ver.1.0）

業務モデル

技術モデル

データ移行標準
フォーマット

内 容

自治体側の精緻な要求定義を整理した結果をもとに、自治体に対して、
調達・契約時に担保されなければならない様々な要件について取りまと
めたもの

民間側からの電子自治体市場における新たなSaaS化の動きや提供方
法の整理結果及び先の自治体クラウド開発実証事業の結果等をもとに、
サービスを提供しようとする業者に対し、遵守すべき技術的な要件につ
いて取りまとめたもの

2010年自治体クラウド・共同アウトソーシング移行促進事業成果。サー
ビス終了時に当該フォーマットへデータ無償出力を義務付けるもの

北海道自治体クラウドの全体像

地域情報プラットフォーム
【総務省】

様々なシステムが準拠すべき標準
仕様（地域プラットフォーム）を策定
し、効率的、効果的な自治体情報シ
ステムを実現するための取り組み

〈※地域情報プラットフォーム：シス
テム全体やシステム間連携を実現
するため、システム同士が守るべき

ルールを定めたもの）
■コストメリット(国の制度改正による
システム改修費の削減など） 、ディ
ザスタリカバリーが期待されるクラウ

ドへの関心の高まり

■クラウドサービスについては国の
動き（自治体クラウド、地域情報ＰＦ）

を 踏まえたものが必要

国の電子自治体に
関する施策動向

構築・維持コストの経費の
負担が大

自前でサーバなどの機器やソフトを
所有し、開発、修正（制度改正など）、
維持管理に多大なコストを負担。

自治体情報システムに
関する主な課題

職員の専門性の確保が必要

日進月歩で進む情報技術の

変革についていくのが困難。

セキュリティ対策
の一層の要求

個人情報などのセキュリティや、

データ喪失への対策が困難。

自治体の期待・関心

北海道の電子自治体に関する施策動向

自治体クラウド
【総務省】

クラウドコンピューティングをはじめ
とする情報通信技術を電子自治体
の基盤構築に活用し、複数の地方
公共団体が情報システムをデータセ
ンターに集約してこれを共同利用す
ることにより、情報システムの効率
的な運用等を目的とするもの

北海道自治体
クラウドサービス

自治体クラウド開発実証事業

地域情報プラットフォーム
標準仕様書

(APPLIC-0009-2010)

SOAで実装された
アプリケーション連携基盤

次世代型電子行政サービス化調査研究事業

電子自治体に関する国の施策動向を背景に、
自治体側の精緻な要求定義を整理するとともに、
民間側からの電子自治体市場における新たな
SaaS化の動きや提供方法を整理し、北海道発
の次世代型電子行政SaaSビジネスを創出する
ことを目的

2009年から約2年間にわたり6道府
県（北海道、京都府、佐賀県、大分県、
宮崎県、徳島県）及び78市町村の参

加を得て実施

業務分析

技術分析

業務の標準化

技術仕様確立

業務継続性の確保が必要

大災害時の業務継続性に関する対

策が困難。

クラウド移行阻害要因
に対する解決策を提供

・自治体業務アプリケーションユニッ
ト標準仕様V2.2

状況とニーズの変化

＋

次世代型電子行政共通基盤
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巻末：要件定義詳細①

大分類 中分類 小分類 内 容

業務・機能要件
システム化要件 業務アプリケーションの範囲等に関する事項

パッケージソフトウェアの利用要件 利用するパッケージソフトウェアに関する基本的な事項

システム方式要件

システム全体構成要件 システム構成に関する基本的な事項

性能要件

前提条件 性能試算に関する事項

オンライン処理性能要件 オンライン処理性能に関する事項

バッチ処理性能要件 バッチ処理性能に関する基本的な事項

データ要件 データボリューム一覧 次期システムに移行するデータボリュームの一覧表

ユーザーインターフェー
ス要件

画面一覧 システムが提供する画面の一覧表

帳票一覧 システムが提供する帳票の一覧表

その他 その他の事項

外部インターフェース要
件

基本要件
業務データ連携方式・セキュア通信・ファイル伝送・送受信ログ・連携データ
形式に関する事項

詳細要件 外部システム間の連携に関する事項

ネットワーク要件 使用するネットワークに関する事項

ソフトウェア要件 サーバ等ソフトウェア サーバ等ソフトウェアに関する基本的な事項

クライアントソフトウェア クライアントソフトウェアに関する基本的な事項

ハードウェア要件
サーバ等ハードウェア サーバ等ハードウェアに関する基本的な事項

クライアントハードウェア クライアントハードウェアに関する基本的な事項

情報セキュリティ要件

基本要件 情報資産の取扱いに関する事項

詳細要件
組織・運用

情報セキュリティポリシー・組織管理・連携ASP事業者の管理・情報資産管
理・コンプライアンス遵守等に関する事項

物理的・技術的対策
稼動や障害監視・ウィルス対策・データ暗号化・バックアップ・不正アクセス
防止・利用状況の記録・容量能力の予測・建物の災害対策等に関する事項

初期導入要件

初期設定要件

初期設定実施計画 初期設定実施計画作成に関する基本的な事項

開発環境 開発環境に関する基本的な事項

導入方法 導入方法に関する基本的な事項

テスト要件

テスト実施計画 テスト実施計画作成に関する基本的な事項

テスト環境 テスト環境に関する基本的な事項

テスト方法 テスト方法に関する事項

テストデータ テストデータ取扱いに関する基本的な事項

受入テスト支援 受入テスト支援に関する基本的な事項

システム移行要件 移行実施計画 移行実施計画作成に関する基本的な事項



30

巻末：要件定義詳細②

大分類 中分類 小分類 内 容

初期導入要件

システム移行要件

移行環境 移行環境に関する基本的な求事項

移行方法 移行方法に関する基本的な事項

移行対象データ 移行データに関する事項

教育・研修要件

教育・研修実施計画 教育・研修実施計画作成に関する基本的な要求事項

教育・研修環境 教育・研修環境に関する基本的な要求事項

教育・研修方法 時間・対象者・範囲等、教育・研修方法に関する要求事項

教育・研修用教材 教育・研修用教材に関する基本的な要求事項

教育・研修の実施報告及び
評価

教育・研修の実施報告及び評価に関する基本的な要求事項

運用・保守要件

運用・保守要領 運用・保守要領作成に関する要求事項

運用・保守計画 運用・保守計画作成に関する基本的な要求事項

運用要件
サービス提供時間・監視・バックアップ管理・セキュリティ管理・ログ管理・機
器構成管理・ジョブ管理・ユーザー情報管理・ヘルプデスク・障害対応・研
修・依頼作業対応・報告に関する要求事項

保守要件
マスタ管理・アプリケーション保守・ソフトウェア保守・ハードウェア保守・報告
に関する要求事項

運用施設・設備要件

施設要件

立地条件 立地条件に関する基本的な要求事項

建物要件
耐震性・火災予防・落雷被害予防・水害予防に関する要求事項

建物要件

設備要件

電源設備 商用電源・予備電源に関する要求事項

空調設備 空調設備に関する要求事項

防火設備 防火設備に関する要求事項

機械室 機械室の条件に関する要求事項

ラック設備等 ラック設備に関する要求事項

防犯設備 施設及び機械室の入退室・ラック防犯・不正侵入監視に関する要求事項

運用要員室 運用要員室に関する要求事項

データ移行要件 移行範囲・項目・提供方法に関する要求事項
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巻末：サービスレベル合意項目詳細

分類 項目 内 容

サービス品質
サービス稼動設定値

サービス提供時間・サービス稼働時間・稼働率の実態又は最低限達
成しようとしている目標値

サービスパフォーマンスの管理
機器障害やシステム遅延の早期検知方法、サービスのパフォーマン
ス把握方法

サービスパフォーマンスの増強 ネットワーク・機器等の増強判断基準あるいは計画の有無

性能 性能
アプリケーション、基盤、ストレージ等の応答時間、処理時間、最大処
理件数

サービス窓口
営業日・時間 営業日・営業時間

サポート対応（職員向け）
サービスサポートの稼働率

放棄率（着信電話に出られなかった確立）
応答時間遵守率
基準時間完了率

サービス通知・報告

メンテナンス等の一時的サービ
ス停止時の事前告知

機器のサービス時間、計画停止時間、方法について、利用者への
通知時期、通知方法

障害・災害発生時の通知 利用者への障害発生時通知

定期報告 利用者への定期報告


